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ワーキンググループの設置について（案） 

 
１ 設置の目的 

 京都市動物愛護行動計画に基づく取組を進めていくに当たり，動物愛護管理

行政だけでは解決が難しい課題について，専門的な知見から具体的な検討を行

う必要がある。 
 上記の課題に特化した検討を行うため，京都市動物愛護推進会議の作業部会

としてワーキンググループを設置する。 

 
２ 検討内容 

 ワーキンググループでは，第二期京都市動物愛護行動計画にある新規・強化

事業のうち，特に，多機関連携が必要となる「多頭飼育・ひとり暮らし高齢者

対策」及び「動物愛護教育の推進」について検討する。 

⑴ 多頭飼育・ひとり暮らし高齢者対策 
 犬猫の避妊去勢手術や万が一の際のペットの受入先を決めておく等のペ

ットを飼う高齢者が備えておくべき事項を記した高齢者や介護関係者に役

立つ啓発物の作成等を検討する。 
 
⑵ 動物愛護教育の推進 
 年齢層の高い子どもへのアプローチとして，各年代の子どもに応じた動物

愛護教育を研究し，学習時間等に活用できるような動物愛護カリキュラム

（仮称）を検討する。 
 
３ 構成員 

 ワーキンググループの構成員は，テーマに応じて，市長が京都市動物愛護推

進会議委員及びテーマに見識のある者から指名する。 
 
 
 
 
 
 



京都市動物愛護推進会議開催要綱 

現行 改正案 

（開催） 
第１条 この要綱は，動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１

０５号）第３９条に基づき，専門的な見地から幅広く意見を聴取することを

目的として，京都市動物愛護推進会議（以下「会議」という。）を開催する。 
（会議の役割） 
第２条 会議は，次に掲げる事項について意見を聴取する。 

⑴ 動物愛護行政の推進に関する意見交換及び意見調整に関すること 
⑵ 動物愛護推進員の委嘱推進並びに活動支援に関すること 
⑶ 動物愛護に関する普及啓発に関すること 
⑷ その他動物愛護に関すること 

（組織） 
第３条 会議は，１２人以内の委員をもって組織する。 
２ 委員は，次に掲げる者の中から市長が就任を依頼する。 

⑴ 動物愛護行政に専門的な知識を有する者 
⑵ 公益社団法人京都市獣医師会に属する者 
⑶ 動物愛護団体の関係者 
⑷ 地域の保健衛生に関わる団体の関係者 
⑸ その他必要と認められる者 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 
２ 委員は，再任されることができる。 
（座長） 
第５条 座長は，市長が指名する。 
２ 座長は，会議を代表し，会務を総理する。 
３ 座長に事故があるときは，あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代

理する。 
（会議） 
第６条 会議は，市長が招集し，会議の議長となる。 
２ 会議は，年２回程度開催する。 

（開催） 
第１条 この要綱は，動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１

０５号）第３９条に基づき，専門的な見地から幅広く意見を聴取することを

目的として，京都市動物愛護推進会議（以下「会議」という。）を開催する。 
（会議の役割） 
第２条 会議は，次に掲げる事項について意見を聴取する。 

⑴ 動物愛護行政の推進に関する意見交換及び意見調整に関すること 
⑵ 動物愛護推進員の委嘱推進並びに活動支援に関すること 
⑶ 動物愛護に関する普及啓発に関すること 
⑷ その他動物愛護に関すること 

（組織） 
第３条 会議は，１２人以内の委員をもって組織する。 
２ 委員は，次に掲げる者の中から市長が就任を依頼する。 

⑴ 動物愛護行政に専門的な知識を有する者 
⑵ 公益社団法人京都市獣医師会に属する者 
⑶ 動物愛護団体の関係者 
⑷ 地域の保健衛生に関わる団体の関係者 
⑸ その他必要と認められる者 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 
２ 委員は，再任されることができる。 
（座長） 
第５条 座長は，市長が指名する。 
２ 座長は，会議を代表し，会務を総理する。 
３ 座長に事故があるときは，あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代

理する。 
（会議） 
第６条 会議は，市長が招集し，会議の議長となる。 
２ 会議は，年２回程度開催する。 



３ 市長は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対し，会議に出席を

求め，意見の陳述，説明その他の必要な協力を求めることができる。 
 
 
 
（事務局） 
第７条 会議の事務を処理するため，保健福祉局に事務局を設置する。 
（補則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか，会議の開催に関し必要な事項は，市長

が定める。 
 附 則 
（施行期日） 
 １ この要綱は，平成１７年３月２８日から施行する。 
（経過措置） 
 ２ 第６条１項の規定にかかわらず，最初の協議会は，保健福祉局長が招集

する。 
 附 則 
 この要綱は，平成１７年９月１３日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成１８年６月１日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成２３年１１月２２日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成２６年３月１日から施行する。 
 

３ 市長は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対し，会議に出席を

求め，意見の陳述，説明その他の必要な協力を求めることができる。 
（ワーキンググループ） 
第７条 市長は，テーマ別に特化した検討を行う作業部会として会議の委員等

で構成するワーキンググループを設置することができる。 
（事務局） 
第８条 会議の事務を処理するため，保健福祉局に事務局を設置する。 
（補則） 
第９条 この要綱に定めるもののほか，会議の開催に関し必要な事項は，市長

が定める。 
 附 則 
（施行期日） 
 １ この要綱は，平成１７年３月２８日から施行する。 
（経過措置） 
 ２ 第６条１項の規定にかかわらず，最初の協議会は，保健福祉局長が招集

する。 
 附 則 
 この要綱は，平成１７年９月１３日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成１８年６月１日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成２３年１１月２２日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，平成２６年３月１日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は，令和４年 月 日から施行する 

 
。 



 
京都市動物愛護推進会議ワーキンググループ運営要領（案） 

 
１ ワーキンググループの設置 

 京都市動物愛護推進会議開催要綱第７条の規定に基づき，次に掲げるテー

マを検討するため，京都市動物愛護推進会議の委員等によるワーキンググル

ープを設置する。 
⑴ 多頭飼育・ひとり暮らし高齢者対策 
⑵ 動物愛護教育の推進について 

 
２ 招集 

⑴ ワーキンググループは，市長が招集する。 
⑵ ワーキンググループの構成員は，テーマに応じて，市長が委員及びテー

マに見識のある者から指名する。 
 
３ 庶務 

 ワーキンググループの庶務は，京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生

企画課において行う。 
 
４ 補則 

 この要領に定めるもののほか，ワーキンググループに必要な事項は市長が

定める。 
 
 附則 
 この要領は，令和４年 月 日から施行する。 


